
（公印省略）
地共兵第39号
平成26年４月25日
各 所 属 所 長　様

地方職員共済組合兵庫県支部事務長　
産前産後休業の期間に係る掛金等の免除について（通知）

標記の件については、別添のとおり平成26年２月20日付地共兵第356号で通知したところですが、申出の手続等については下記のとおり取り扱うこととしますので、事務処理にご留意願います。
記

　１　概要

　　　地方公務員等共済組合法の一部改正により、産前産後休業の期間について、本人の申出により掛金及び負担金が免除されます。
　２　申出について
掛金等免除の適用を受けるためには、該当する組合員の方が産前産後休業期間中に当支部に申出をする必要があります。
申出様式は、別添「産前産後休業掛金免除（変更）申出書」のとおりです。
　３　留意事項

（１）平成２６年４月より前から産前産後休暇を取得している組合員について

　　　　掛金等免除の適用は、平成２６年４月１日以降の産前産後休業期間となるため、それより前から開始している方については、平成２６年４月１日から開始したものとみなします。

　（２）事務処理の詳細について

別添「産前産後休業期間中の掛金等の免除について」を参考にしてください。

産前産後休業期間中の掛金等の免除について
１　制度概要
　　産前産後休業（※）をしている組合員が組合に申出をしたときは、その産前産後休業を開始した日の属する月から、その産前産後休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間に係る掛金及び負担金は徴収しません。
※「産前産後休業」とは
　　出産の日（出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日）以前４２日から出産の日後５６日までの間で、妊娠又は出産に関する事由を理由として勤務に服さない期間（特別休暇の産前産後休暇とされた期間）を言います。

（多胎妊娠の場合は「４２日」を「９８日」と読み替え）。
２　主な留意点
　①　産前産後休業中は、有給・無給にかかわらず掛金等が免除されます。
　②　条例等により産前８週など、労働基準法第６５条に規定する産前産後休業期間を超える長期の休暇が付与される場合であっても、掛金免除の対象となるのは、出産の日以前４２日から出産の日後５６日までの期間となります。

　③　施行日（平成２６年４月１日）現在、既に産前産後休業中で平成２６年４月分以降の掛金免除期間が発生する場合は、平成２６年４月１日以降の日付で申出書を提出してください。
　④　妊娠４か月以上（８５日以上）の分娩であれば、死産等であっても産後休業が付与されることから、その産前産後休業期間は掛金免除の対象となります。
　⑤　出産予定日と実際の出産日が前後した場合は、掛金免除対象期間の申出を行ってください（期間が変更となる主なケースは、次ページのとおりです）。
　　　なお、期間中であれば出産後の申出でも結構ですが、還付の処理が必要となりますのでご留意ください。
（例１）実際の出産日が出産予定日より遅くなった場合　
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　　産前産後休業に係る掛金等免除期間：７月～９月
　　育児休業に係る掛金等免除期間：１０月～
（例２）実際の出産日が出産予定日より早くなった場合

　　　　※条例により、産前休暇が８週間（５６日）と定められている事例

[image: image2]
　　産前産後休業に係る掛金等免除期間：６月～９月　　　
　　育児休業に係る掛金等免除期間：１０月～
３　その他
産前産後休業期間（出産日以前４２日と出産日後５６日）の計算については、出産予定日や出産日を入力すると該当期間が表示されるツールや早見表が、「協会けんぽ」のホームページに掲載されていますので、参考にしてください。
　（参考：全国健康保険協会東京支部ホームページ
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3090/r148　）
【問い合わせ先】


管理班　山口


電話078-341-7711　内線2584





※６月は、出産予定日に基づく当初の申出では免除対象ではないが、出産日が早くなったことにより遡って免除対象期間になる。
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